
４月から児童扶養手当額が変わります

平成30年度�スポーツ大会出場激励金を交付

初心者向けパソコン講習　５月コース受講生募集

　児童扶養手当額は、物価が上昇すれば増額し、物価が下落すれば減額する仕組み（自動物価スライド制）となって
います。今回の額改定は、平成29年の全国消費者物価指数が前年比プラス0.5％であったことを踏まえ、手当額を
0.5％引き上げるものです。※一部支給額は、所得額などに応じて決定されます。

対市内在住・在勤の18歳以上で、4回以上出席できる人。
￥�2,000円（全6回）　持パソコン〔ワード、エクセル（ともに2010以降）がインストール済〕
申�4月2日（月）～13日（金）の平日午前9時～午後5時に、電話または直接下記へ申し込み。
受講者の決定　�応募多数の場合、4月16日（月）午前10時～公開抽選を行います。申込者には後日、結果をお知らせします。
運営　パソコン初心者サポートセンター市民運営事務局
問�生涯学習課　☎（582）1142　5（581）2733

��申大会開催日の3週間前までに必要書類を持参し、文化・スポーツ課へ申請（年間3回まで）。
 必要書類　�激励金交付申請書、大会実施要項（大会名、開催日などが分かるもの）、選手名簿（団体で申請する場合。

対象選手全員の住所が分かるもの）、予選結果（予選大会を経て出場する場合）�
※申請書は下記に設置または市ホームページからダウンロード

他�ねんりんピックに出場する人は長寿政策課〔☎�（584）5474〕へお問い合わせください。
問�文化・スポーツ課　☎（582）1169　5（581）2733

　各種スポーツの国際大会、全国大会または滋賀県民体育大会出場者に対し、激励金を交付します。
対市内在住の人（監督、コーチおよびマネジャーは含まない）

問�こども家庭相談課　☎（582）1159　5（582）1138

区分 3月分まで ４月分～

本体額(1子目) 全部支給 42,290円 42,500円
一部支給 42,280円～9,980円 42,490円～10,030円

第2子加算額 全部支給 9,990円 10,040円
一部支給 9,980円～5,000円 10,030円～5,020円

第3子以降加算額 全部支給 5,990円 6,020円
一部支給 5,980円～3,000円 6,010円～3,010円

区分 交付金額
国際大会 10,000円／人

全国大会

個人／団体 チーム人数 県外開催 県内開催
個人 　3,000円／人 　2,000円／人

団体
4人以下 　3,000円／人　 　2,000円／人
9人以下  20,000円／チーム  15,000円／チーム

10人以上  30,000円／チーム  20,000円／チーム
滋賀県民体育大会・県民駅伝競走大会 　1,000円／人

※予選会を経ずに出場する場合、上記の半額。交流・交歓・親善・レクリエーションなどを目的とする大会は対象外。

コース 内容 講習日 講習時間 会場
水曜日 ワード基礎講習� (定員20人) 5月9日・16日・23日、6月6日・13日・20日 午後1時30分～3時 エルセンター
金曜日 エクセル基礎講習�(定員15人) 5月11日・18日・25日、6月1日・8日・15日 午前10時～11時30分 北公民館

　水道検針などを委託している (株) エコシティサービ
スの協力により、緑のベスト(写真右)を着て活動し
ていただいていますので、「こどもＳＯＳホーム」と
同様に緊急の場合は、対処していただけます。

　本市では、子ども達が危険を感じたときや困ったときなどに、
安心して助けを求められる場所として「こどもSOSホーム」を設
置しています。
　目印は、黄色のコーン（写真左）が立っている店舗・会社・家庭
などです。現在、633ヵ所（平成30年3月1日現在）に協力いただ
いています。「こどもSOSホーム」に、協力いただける店舗・会社・
家庭を随時募集しています。詳しくは、下記まで。
問生涯学習課　☎（582）1142　5（581）2733

危険を感じたら　こどもSOSホームへ！

支給月額
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